
第１回 瑞穂市上下水道事業審議会

令和２年８月２０日
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諮問趣旨

• 本市水道事業における令和3年度から10年間の事業方針を定める瑞穂市水道事業ビ
ジョンの策定について、貴審議会の意見を求めます。

• 本市水道事業は、目指すべき将来像を描き、実現するための方策を示すことを目的
として策定した瑞穂市水道ビジョン（平成23年3月策定）に基づき、事業運営を実施
してまいりました。

• 平成３１年度には瑞穂市・神戸町水道組合（一部事務組合）が運営してきた簡易水
道事業を経営基盤強化のため当市水道事業に統合するなど、水道事業を取り巻く環境
が大きく変化する中、将来に渡り安全で安心な水の安定供給を図るためには、経営基
盤、組織基盤の強化、広域連携や官民連携等の取組の推進が一層求められ、これまで
以上に計画的な事業運営が必要になります。

• つきましては、中長期的な事業計画と目標を持ち、必要な施策を適切に実施しなが
ら、水道事業を持続的、安定的に運営していくための新たな瑞穂市水道事業ビジョン
策定について、貴審議会の意見を賜りたく諮問いたします。
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（１）水道事業ビジョンについて
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水道事業ビジョンの位置づけ①

・我が国の水道事業は、経営主体が水道法第６条に基づく事業認可を受けることで経営が
できるものであり、事業認可申請の際には、水道法第７条に基づき、事業計画書等を作成
し、それらの計画に基づいて施設整備や事業運営が遂行されています。

水道ビジョン

・給水区域の住民に対して事業の安定性や持続性を示していく責任があり、最低限必要と
考えられる経営上の事業計画について、水道事業のマスタープランとして、策定、公表。
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・水道事業ビジョンの作成主体・・・水道事業者

・水道事業ビジョンの設定期間

50年、100年先の将来を見据えた水道事業の理想像を明示。

・基本事項

「持続」「安全」「強靭」の観点からの課題抽出や推進方策を具体的に

示すとともに、その取り組みの推進を図るための体制（方策）を確保。
（実情に応じ、課題や方策の重点化が異なることも想定されるので、水道事業ビジョンに
掲げる課題や方策は弾力的に整理。）

水道事業ビジョンの位置づけ②
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瑞穂市第２次総合計画
2016～2025（H28～R7）

瑞穂市水道ビジョン
2011～2020（Ｈ23～Ｒ2）

瑞穂市水道事業経営戦略

2018～2027（Ｈ30～Ｒ9）

瑞穂市水道事業ビジョン
2021～2030（Ｒ3～Ｒ12）

図1－1 計画の位置付け
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”誰もが未来を描けるまち瑞穂”
瑞穂市第２次総合計画

便利で快適に暮らせる美しいまち
基本目標２

＜めざすべきまちの姿＞
〇安全でおいしいきれいな水が、安定的に供給されるまちになっています。

安全

瑞穂市水道事業ビジョン
“安全で安定した水をいつまでも”

持続 強靭
安全で安心な水の供給 持続可能な事業経営 災害に強い水道の構築

基本方針 基本方針 基本方針

図1－２ 計画の骨子

7



① 水道事業の現状評価・課題

② 将来の事業環境

③ 地域の水道の理想像と目標設定

④ 推進する実現方策

⑤ 検討の進め方とフォローアップ

水道事業ビジョンに記載する基本事項
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（２）上水道事業について
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平成15年 旧穂積町と旧巣南町の合併に伴い、新たに事業認可を受け創設

認可：目標年度 H24 計画給水人口 48,620人

（穂積地区：37,620人、巣南地区：11,000人）

平成16年 第１次拡張事業（認可変更）

認可：目標年度 H25 計画給水人口 49,600人

平成30年 瑞穂市・神戸町水道組合の簡易水道事業統合（認可変更）

認可：目標年度 R10 計画給水人口 54,800人

（瑞穂市呂久地区及び安八郡神戸町大字柳瀬の一部、同町大字斉田の一部）

瑞穂市水道事業の沿革
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瑞穂市全域及び区域外（①・②）

28.52㎢
行政区域内人口 5５,016人

現在給水人口

21,539世帯 47,810人（H31）

①大垣市墨俣町さい川及び

さい川堤外地の一部

63世帯 187人（H31）

②安八郡神戸町大字柳瀬及び大字斉田の一部

56世帯 182人（H31）

給水区域

①

②
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水源地・配水池

別府水源地（深井戸）（H10）
１号配水池 4,890㎥（H10）
２号配水池 2,800㎥（H28）

宮田水源地（深井戸）（H3）
配水池 2,700㎥（H3）

古橋水源地（深井戸）（H17）
配水池 1,228㎥（H17）

馬場水源地（深井戸）（H1）

本田水源地（深井戸）（S46）

牛牧水源地（深井戸）（S35）

呂久水源地（深井戸）（H8）

配水池 16㎥（H8）
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＜H31年度事業＞

・給水人口 47,810 人

・給水件数 18,445 件

・給 水 量 6,089 千㎥
・有収水量 4,878 千㎥
・料金収入 479,540 千円

・料 金 1,92５ 円

（1か月20㎥使用料金）

・職 員 数 ８ 人

（会計年度任用職員３人）

事業概況
＜H31年度決算＞

・有形固定資産 6,072,390 千円

・無形固定資産 4,043 千円

・流動資産 1,308,774 千円

・固定負債 439,383 千円

・流動負債 238,232 千円

・繰延収益 896,748 千円

・資 本 金 3,327,152 千円

・剰 余 金 2,483,692 千円

・経常収益 525,447 千円

・経常費用 448,768 千円

・経常利益 76,679 千円

・建設事業費 392,383 千円

・企業債残高 483,332 千円
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（３）水道ビジョンの総括について
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瑞穂市水道ビジョンについて

計画期間 平成２３年度～令和2年度

安心：安全な水、快適な水が供給されているか
安定：いつでも使えるように供給されているか
持続：将来も変わらず安定した事業運営ができるようになっているか
環境：環境への影響を低減している
国際：国際協力に貢献しているか

【５つの政策課題】

【基本目標と実施施策】

安心：水道広報・公聴機能の充実、直結給水の推進
安定：未普及地域の水道整備、施設の耐震化、危機管理対策、保安設備の充実
持続：経営の効率化と広域化、計画的な施設整備、老朽施設の更新、

漏水防止対策の推進、需要者サービスの向上、技術の継承
環境：省エネルギー機器の導入、資材の有効利用
国際：国際貢献
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【安全】
(目標１)安心しておいしく飲める水道水の供給

凡例

〇 目標値達成

△
目標値未達成だが
策定当時より向上

× 目標未達成

前ビジョン検証項目

直結給水率

業務指標
A204(1115)

※(直結給水件数/給水件数)×100

策定当時
99.5

現況値
99.4

前ビジョン
目標値

100
(H21) ％ (R1) ％ ％

評価 △

策定当時から０.１％減少し、目標値は達成できていません。今
後は、貯水槽水道設置者に貯水槽の管理についての指導を行っ
ていくと共に、特に３階までの建物については、直結給水への
切換えを促進していきます。

99.0

99.1

99.2

99.3

99.4

99.5

H21
(前回) H26

(経過) Ｒ1
(現況)

(%)

※給水件数は給水契約数とし、直結給水件数は給水契約数から受水槽数を控除した数値とする

前水道ビジョン(平成23年３月)で掲げた目標値に対して、現時点(令和元年３月)における評価は、以下のとおりとなります。

瑞穂市水道ビジョンの評価
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【安全】
(目標２)いつでもどこでも安定した水道水の確保

前ビジョン検証項目

水道普及率

業務指標
B116(2006)

(現在給水人口/給水区域内人口)×100

策定当時
83.9

現況値
86.3

前ビジョン
目標値

90.0
(H21) ％ (R1) ％ ％

評価 △
策定当時から２.４％向上しましたが、目標値は達成できていま
せん。今後も引き続き、自家用井戸から水道への切換え等の啓発
に努めます。

前ビジョン検証項目

保安設備の充実

業務指標

策定前期 設置計画検討
設置

策定後期
設置

(H22～H27) (H28～R2)

評価 〇
平成２３年度より水源地における警備の委託を実施し、防犯・
火災等の監視を行い、リスクに備えてきました。今後も継続し
ていきます。

82.5
83.0
83.5
84.0

84.5

85.0

85.5

86.0

86.5

H21
(前回) H26

(経過) Ｒ1
(現況)

(%)
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【強靭】
(目標２)いつでもどこでも安定した水道水の確保

前ビジョン検証項目

配水池の耐震化率

業務指標
B604(2209)

(耐震対策の施された配水池有効容量/配水池等有効容量)×100

策定当時
73.3

現況値
100.0

前ビジョン
目標値

耐震診断の実施
耐震化の実施

耐震化計画の策定(H21) ％ (R1) ％

評価 〇
配水池の耐震化計画に基づき、耐震化を実施した結果、呂久
水源地(平成３１年４月より瑞穂市水道事業に統合)を除き、
すべての配水池が耐震性を有しています。

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

H21
(前回) H26

(経過) Ｒ1
(現況)

(%)

前ビジョン検証項目

管路の耐震化率

業務指標
B605(2210)

(耐震管延長/管路延長)×100

策定当時 0.14
(18.8)※

現況値
6.4

前ビジョン
目標値

(25.0)※

(H21) ％ (R1) ％ ％

評価 〇

管路更新計画の実施に伴い、耐震化を実施した結果、耐震化
率は、策定当時から１１％向上しました。
※策定当時は、鋳鉄管(K形継手)を耐震管として扱っていたため、
18.8％(H21)、25.0％(目標値)となっていました。現在は非耐震管とし
ている(耐震継手を有していない為)為、耐震化率が低くなっています。

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

H21
(前回) H26

(経過) Ｒ1
(現況)

(%)
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【持続】
(目標３)運営基盤の強化

前ビジョン検証項目

経常収支比率

業務指標
C102(3002)

[(営業収益＋営業外収益)/(営業費用＋営業外費用)]×100

策定当時
119.5

現況値
117.1

前ビジョン
目標値

100.0
(H21) ％ (R1) ％ ％以上

評価 〇
単年度の収支が黒字であることを示す１００％以上となって
います。しかし今後は、施設の更新需要が高まることが予想
され、財源の確保が十分であるか等、検証していく必要があ
ります。

112.0
113.0
114.0
115.0
116.0
117.0
118.0

119.0

120.0

H21
(前回) H26

(経過) Ｒ1
(現況)

(%)

前ビジョン検証項目

経営の効率化・広域化の推進

業務指標

策定前期
検討および実施

策定後期
検討および実施

(H22～H27) (H28～R2)

評価 △
瑞穂市では、内部の経営努力により、健全な経営を進めいて
いますが、広域化については具体化には至っていません。現
在、岐阜県水道事業広域連携研究会において検討中です。
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【持続】
(目標３)運営基盤の強化

前ビジョン検証項目

有収率

業務指標
B112(3018)

(年間有収水量/年間配水量)×100

策定当時
76.2

現況値
80.1

前ビジョン
目標値

85.0
(H21) ％ (R1) ％ ％

評価 △
策定時よりは改善されていますが、目標値は達成できていま
せん。原因としては、老朽管からの漏水が考えられるため、
引き続き計画的な管路更新を行っていく必要があります。

前ビジョン検証項目

アセットマネジメント手法（資産管理）

業務指標

策定前期
実施・管理

策定後期
実施・管理

(H22～H27) (H28～R2)

評価 〇
平成２８年度にアセットマネジメントを策定しました。現有
資産の状態・健全度を適切に診断および評価し、更新需要の
平準化を図りながら計画的な投資を実施しています。

74.0

75.0

76.0

77.0

78.0

79.0

80.0

81.0

H21
(前回) H26

(経過) Ｒ1
(現況)

(%)
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【持続】
(目標３)運営基盤の強化

前ビジョン検証項目

施設の整備計画

業務指標

策定前期 計画の作成
計画の実施

策定後期 計画の作成
計画の実施

(H22～H27) (H28～R2)

評価 〇
策定前期より水源地設備の長寿命化を踏まえた更新計画を作
成し実施しています。また、重要給水施設連絡管においても
更新計画に基づき更新を実施しています。

前ビジョン検証項目

老朽化施設(管路)の更新率

業務指標
B504(2104)

(当年度に更新された管路延長/管路延長)×100

策定当時
0.03

現況値
0.9

前ビジョン
目標値

更新計画の策定
更新の実施

(H21) ％ (R1) ％

評価 〇
管路更新計画を策定し、順次更新を進めていますが、今後は
更新需要が高まることが予想されます。財政計画に応じた計
画的な更新を進めていきます。

0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9

H21
(前回) H26

(経過) Ｒ1
(現況)

(%)
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【持続】
(目標４)環境保全への貢献

前ビジョン検証項目

省エネルギー、自然エネルギー化

業務指標

策定前期
導入検討

策定後期
導入

(H22～H27) (H28～R2)

評価 ×

環境保全の観点から、前ビジョン策定時より省エネルギー、自然エ
ネルギー化の導入を検討してきましたが、未だ導入には至っており
ません。
今後は、設備更新時等に省エネルギー機器の積極的な導入を検討し
てく必要があります。

環境保全の観点から、前ビジョン策定時より再生可能エネルギーの利用を検討してきましたが、未だ再生

可能エネルギーの利用には至っておりません。

今後は、再生可能エネルギーの利用が可能となる設備の整備や省エネルギー機器の積極的な導入を検討し

てく必要があります。
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【持続】
(目標５)国際貢献

前ビジョン検証項目

国際貢献

業務指標

策定前期
導入検討

策定後期
導入

(H22～H27) (H28～R2)

評価 ×
前ビジョン策定時より、関係機関を通じて協力するよう努めてき
ましたが、現在、協力の実施はありません。
今後も可能な限り協力するように努めていきます。

計画期間中、関係機関等を通じた国際的な協力事業等はありませんで

したが、今後も可能な限り国際貢献に努めます。
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瑞穂市水道ビジョンの総括

【安心】
直結給水を推進施策である給水基準の見直は、本計画期間において実施には至らな

かったものの、水質事故もなく、水質基準の保持された安心な水の供給ができた。

【安定】
管路の耐震化については、配水管改良工事において、耐震適合管による施工を行っ

てきたが、単年の施工量に限りがあるため、全管路延長に対する耐震管の割合は、
6.4％の状況。平成30年度から実施している重要給水施設耐震化事業を軸とした管路
の耐震化を推進する。

【持続】
水道事業を取り巻く環境が大きく変化するなか、運営基盤の強化施策として、ア

セットマネジメントを活用した経営戦略、施設更新計画等を策定し、経営基盤の強化
を推進してきた。持続可能な経営基盤の確立に向け、計画の見直しを随時行い、時事
の情勢に即応した経営展開を推進する。
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水道事業を取り巻く環境について
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厚生労働省「水道の基盤強化のための地域懇談会」資料より抜粋

有収水量の将来推計

26



瑞穂市の給水人口の推計（2010年～2045年）
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瑞穂市の給水量の推移（2010年～2045年）
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29

老朽管の現状

厚生労働省「水道の基盤強化のための地域懇談会」資料より抜粋



▶年々、老朽化率が上昇

→老朽化は進行

H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
当該値 0.56 0.64 0.62 0.61 0.53 0.71 0.66 0.68 0.32 0.88

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00

管
路
更
新
率

(％
)
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当該値 1.06 1.14 1.46 1.46 2.68 2.54 4.87 6.08 7.15 6.99
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瑞穂市における老朽管の現状

管路経年化率（％） 管路更新率（％）

▶平成22年度～31年度の更新率は平均0.62％

→管路更新が進んでいない
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水道法の改正（平成30年12月）

●適切な資産管理の推進

◆水道施設台帳の整備

◆更新需要及び財政収支の見通しの試算並びに計画的な実施

◆給水需要に見合った施設規模への見直し

●広域連携の推進

◆「広域化」のみならず様々な「広域連携」をより一層推進すること

●官民連携の推進

◆水道施設に関する公共施設等運営権を民間事業者に設定できる仕組みの導入

●工事業者制度の改善

◆指定給水装置工事事業者の指定に更新制（５年）の導入

「計画的整備」から「基盤強化」へ
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簡易水道事業の統合について
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瑞穂市・神戸町水道組合の概要

＜団 体＞ 一部事務組合（特別地方公共団体）
＜組合の概要＞
事業創設 昭和33年6月10日
供用開始 昭和34年1月25日
行政区域内人口 73,478人（平成29年3月31日現在）

（瑞穂市53,909人・神⼾町19,569人）

＜組合議会＞
議員定数 １０人（瑞穂市７人・神⼾町３人）
議員任期 ２年
議員資格 組合水道利用者
選任方法 各市町の議会において選挙
定例会 年２回

＜組合組織体制＞
管 理 者 瑞穂市⻑、副管理者（神⼾町⻑）
会計管理者 瑞穂市会計管理者
組合事務 瑞穂市環境水道部上水道課職員が兼務（職員８名、補助職員３名）
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＜事業状況（平成28年度末）＞
・給水区域面積 43 ｈａ
・計画給水人口 820 人
・現在給水人口 604 人 瑞穂市 416 人（69％）

神戸町 188 人（31％）

・配水管延長 4,330 ｍ
・年間総配水量 84,108 ㎥
・年間総有収水量 57,341 ㎥
・有 収 率 68.2 ％
・給水原価 111.14 円
・供給単価 104.06 円
・家庭用料金 1,890 円（１か月20㎥当たり H26.4.1～）

組合の事業概要
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簡易水道事業について

Ａ．簡易水道事業とは・・・
水道法上、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給

する水道のうち、給水人口が100人を越え5,000人以下であるものをいう。

Ｂ．公営企業の概念
地方公共団体が経営する「企業」であり、具体的には地方財政法施行令第46条に

掲げられる１３事業のことであり、簡易水道事業、公共下水道事業等はその１３事
業にあたるもので、地方公営企業決算状況調査の対象事業とされている。

Ｃ．地方公営企業法の適用関係
地方公営企業法は、公営企業の組織、財務、身分を規定する地方自治法の特例法

として制定されたもので、簡易水道事業、下水道事業は法定８事業には含まれてお
らず、それ以外の事業として地方自治体の条例で定めることにより、地方公営企業
法の全部又は一部を適用することができるものとされている。
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簡易水道事業統合の背景

１．人口減少、施設の老朽化等により経営環境が厳しさを増している。
（施設更新が進んでおらず、修繕費用、更新費用等の増大が見込まれる。）

２．財源が乏しい、技術を有していない等の理由により、十分な対応を取
ることが困難な事案が発生している。
（施設更新の見通しや、経営戦略の策定、法的化（公営企業会計適）対応など。）

３．国（厚生労働省）では、簡易水道事業について、経営の効率化・健全
化等の観点から統合が推進されている。
（簡易水道事業の統合が全国的に進んでいる。）
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簡易水道事業統合までの経緯

平成29年 7月 瑞穂市・神⼾町水道組合水道事業連絡協議会を設置
平成29年10月 組合基本方針を策定、瑞穂市⻑及び神⼾町⻑へ提出
平成29年11月 瑞穂市と神⼾町間で、事業統合に向けた協議開始
平成30年 ２月 給水区域住⺠説明会開催
平成30年 4月 瑞穂市と神⼾町間で、瑞穂市・神⼾町水道組合の水道事業を瑞
穂 の水道事業に統合することに関する基本協定書締結

平成31年３月 瑞穂市、神⼾町両市町議会で、組合の解散、財産処分、事務の
承継に関する協議議案を議決

平成31年３月 瑞穂市水道事業の変更認可完了（給水区域等変更）
平成31年３月31日 組合簡易水道事業の廃止及び組合解散

平成31年４月１日瑞穂市水道事業へ事業統合
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広域連携の推進について
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岐阜県水道事業の広域連携に関する検討状況報告(概要版)より抜粋
40



厚生労働省「上水道分野におけるPPP/PFI等について」資料より抜粋
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今後のスケジュール
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審議会開催スケジュール

＜開催予定＞
令和２年 ８月２０日（木） 13；30～ 第１回審議会

（諮問、概況把握）

令和２年 ９月１７日（木） 13：30～ 第２回審議会
（課題、目標、施策等審議）

令和２年１０月２２日（木） 13：30～ 第３回審議会
（ビジョン素案審議）

令和２年１１月１２日（木） 13：30～ 第４回審議会
（答申素案審議）
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